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重要事項説明書 

 

  あなたに対する通所リハビリテーションサービスの提供開始にあたり、厚生省令第３

７号第１１４条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者概要 

 事業者名称 社会福祉法人 三幸福祉会 

 主たる事務所の所在地 〒674-0051 

兵庫県明石市大久保町大窪３１０４－１ 

 法人種別 社会福祉法人 

 代表者名 理 事 長  池 田 ひ と み 

 電話番号 （０７８）９３４－０８００ 

 

２．ご利用施設 

施設の名称 通所リハビリテーション デイケアサービス 清華苑すいすい 

施設の所在地 〒674-0051 

兵庫県明石市大久保町大窪３１０７－５ 

都道府県知事許可番号 ２８５２０８００７２ 

施設長の氏名 井 本 し お ん 

電話番号 （０７８）９３４－０６１６ 

ファクシミリ番号 （０７８）９３４－０３１６ 

 

３．事業の目的と運営の方針 

（１）事業の目的 

通所リハビリテーションの事業は、要介護状態等となった場合においても、その利
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用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う

ことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。その効果は、利用者

の社会的孤立感や閉じこもりを防止し、社会の一員としての意欲を維持します。 

また、介護老人保健施設の入所者が在宅復帰した後にも、入所時と同じリハビリテ

ーションを受けることができるという点で、在宅支援サービスの一角を担うもので

もあり、介護を行う家族の負担を軽減する目的も備えています 

 

（２）運営の方針 

・地域の利用者の方々との出会いを大切にし、「ここに来れば安心だ」と思っていただ

けるような施設を目指しています。 

・私達の提供するのは、「生きていてよかった」とほんの一瞬でも頬を緩めていただけ

るようなサービスです。 

・そのサービスは、「ごく当たり前のことを当たり前に」提供することです。決して、

「いんぎんな」ものでも「ぞんざいな」ものでも、「なれなれしい」ものでもありま

せん。一人ひとりの職員の心暖かい気持ちを表現するものです。 

・利用者が困っておられるときには素速く対応し、利用者が希望されないことは押し

つけません。その方にとっての「普通の生活」を実現しようと努力し、地域の信頼

と安心をお届けするのが私達のサービスです。 

 

４．営業日および営業時間 

営業日 月・火・水・木・金・土曜日（除：祝日・１２月３０日～１月３日） 

営業時間 ９時５０分～１６時１５分（土曜日 ９時５０分～１５：３０分） 
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５．通常の実施地域 

・明石市全区域、神戸市西区竜が岡・岩岡町・平野町、加古郡播磨町（左記以外の地

域でもご相談に応じます。） 

 

６．設備の概要 

デイルーム １００．３３㎡ 

浴室 
一般浴槽（１）・特殊浴槽（１） 

７５．８２㎡ 

歩行訓練用プール ３２．３８㎡ 

送迎車 専用車８台 

利用定員 
３３名（２単位） 

（第１：１８名、第２：１５名） 

 

７．職員の体制 

従業員の職種 員数 職務の内容 保有資格 

管理者（施設

長） 

１名   従業者及び業務の実施状況の把握その他

の業務の管理を一元的に行います。また法

令等の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行います。 

医師 

医師（管理者

兼務） 

１名以上 利用者の健康管理や療養上の指導を行い

ます。 

医師 

薬剤師 １名以上 医師の指示に基づき、調剤、薬剤管理及び

服薬指導を行います。 

薬剤師 

支援相談員 基準の 

人員以上 

利用者がその有する能力に応じた自立した日

常生活を営むことができるよう、生活指導や

介護に関する相談及び援助等を行います。 

社会福祉士又

は社会福祉主

事 
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介護職員 基準の 

人員以上 

介護計画に基づき、利用者の心身に応じた

日常生活上の世話を適切に行います。 

介護福祉士 

など 

看護職員 基準の 

人員以上 

利用者の心身の状況等の把握及び利用者

の健康管理や静養のための必要な措置を 

行います。 

看護師又は准

看護師 

管理栄養士 １名以上 適切な栄養管理及び栄養改善サービスの

提供を行います。 

管理栄養士 

理学療法士・

作業療法士・

言語聴覚士 

基準の 

人員以上 

運動機能検査、作業能力検査等を基に、利

用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、必要な理学療法、作

業療法、その他のリハビリテーションを行

います。 

理学療法士・

作業療法士・

言語聴覚士 

事務員 １名以上 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事

務等を行います。 

 

調理員 基準の 

人員以上 

利用者に提供する食事の調理を行います。 調理師など 

 

８．サービスの内容  

サービスの種別 内          容 

送迎 ・リフト付特殊送迎車などで、ご利用者のご自宅から施設まで、

送迎をします。 

食事 ◎食事時間： 

・昼 食 １２時～ 

・おやつ １５時３０分～ 
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◎その他： 

・提供する食事は、管理栄養士の管理のもと、ご利用者の嗜好

および栄養を考慮し、当事業所内の調理室において職員が調

理した上、温冷配膳車にて提供します。 

入浴 ・一般浴槽と特殊浴槽の設備があり、ご利用者の身体状態にあ

わせて、いずれの設備も利用可能です。 

機能訓練 ・理学療法・作業療法・言語療法・水治療等。 

健康チェック管理 ・問診（一般状態の観察）、バイタルサインチェック、 

体重測定、健康相談、医療機関との連携。 

生活相談 ・ご利用者とそのご家族からの生活相談に応じます。何なりと

ご相談ください。 

 

９．利用料金  

（１）介護保険の給付対象となる利用料金 

あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなた 

からお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として介護負担割合証に記載の割

合となります。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場

合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

  また、あなたがまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額

をいったんお支払いいただき、 要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を

除く金額が介護保険から払い戻される償還払いになる場合がございます。また、居

宅サービス計画が作成されていない場合も同様（償還払い）となります。償還払い

となる場合、あなたが保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サ

ービス提供証明書」を交付します。  
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①通所リハビリテーション基本料金（所要時間６時間以上７時間未満）（月～金） 

区分 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

□要介護１ ７３９円 １，４７７円 ２，２１６円 

□要介護２ ８７８円 １，７５６円 ２，６３４円 

□要介護３ １，０１４円 ２，０２７円 ３，０４０円 

□要介護４ １，１６９円 ２，３３７円 ３，５０５円 

□要介護５ １，３３３円 ２，６６５円 ３，９９８円 

 

②通所リハビリテーション基本料金(所要時間５時間以上６時間未満)（土） 

区分 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

□要介護１    ６４３円 １，２８５円 １，９２８円 

□要介護２     ７６３円 １，５２５円 ２，２８７円 

□要介護３   ８８１円 １，７６１円 ２，６４１円 

□要介護４   １，０２０円 ２，０３９円 ３，０５９円 

□要介護５ １，１５７円 ２，３１４円 ３，４７１円 

 

③介護予防通所リハビリテーション基本料金 

区分 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

□要支援１  ２，３４３円 ４，６８６円 ７，０２９円 

□要支援２   ４，３６８ 円 ８，７３５円 １３，１０３円 

 

④入浴、リハビリマネジメント、口腔機能向上加算等（要介護） 

 自己負担額 

（１割） 

自己負担額 

（２割） 

自己負担額 

（３割） 



通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）デイケアサービス清華苑すいすい 

 

 7 

リハビリテーション提供体制加算４ 

（6時間以上 7時間未満） 

２５円 ５０円 ７５円 

入浴介助加算（Ⅰ） ４２円 ８３円 １２４円 

入浴介助加算（Ⅱ） ６２円 １２４円 １８６円 

リハマネ加算(イ) 

開始日から 6月以内 

５７９円 １，１５７円 １，７３６円 

リハマネ加算(イ) 

開始日から 6月超 

２４８円 ４９６円 ７４４円 

リハマネ加算(ロ) 

開始日から 6月以内 

６１３円 １，２２５円 １，８３８円 

リハマネ加算(ロ) 

開始日から 6月超 

２８２円 ５６４円 ８４６円 

リハマネ加算(ハ) 

開始日から 6月以内 

８２０円 １，６３９円 ２，４５８円 

リハマネ加算(ハ) 

開始日から 6月超 

４８９円 ９７８円 １，４６６円 

施設医師がご利用者に説明し、同意を

得た場合 

２７９円 ５５８円 ８３７円 

短期集中リハビリテーション実施加算 １１４円 ２２８円 ３４１円 

認知症短期集中リハビリテーション実

施加算（Ⅰ） 

２４８円 ４９６円 ７４４円 

認知症短期集中リハビリテーション実

施加算（Ⅱ） 

１，９８４円 ３，９６７円 ５，９５０円 

若年性認知症利用者受入加算 ６２円 １２４円 １８６円 
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生活行為向上リハビリテーションマネ

ジメント加算(開始日から６か月以内) 

１，２９２円 ２，５８３円 ３，８７４円 

栄養アセスメント加算 ５２円 １０４円 １５５円 

栄養改善加算（月２回程度） ２０７円 ４１４円 ６２０円 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

（6月に 1回程度） 

２１円 ４２円 ６２円 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

（6月に 1回程度） 

６円 １１円 １６円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

（月２回を限度） 

１５５円 ３１０円 ４６５円 

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ 

（月２回を限度） 

１６１円 ３２１円 ４８１円 

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 

（月２回を限度） 

１６６円 ３３１円 ４９６円 

重症療養加算（１日につき） １０４円 ２０７円 ３１０円 

中重度ケア体制加算（１日につき） ２１円 ４２円 ６２円 

科学的介護推進体制加算（1月につき） ４２円 ８３円 １２４円 

事務所が送迎を行わない場合 

（片道につき） 

－４９円 －９７円 －１４６円 

退院時共同指導加算 ６２０円 １，２４０円 １，８６０円 

移行支援加算 １３円 ２５円 ３７円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２３円 ４６円 ６９円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １９円 ３７円 ５６円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ７円 １３円 １９円 
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⑤運動器機能向上サービス、口腔機能向上加算等（要支援） 

 自己負担額 

（１割） 

自己負担額 

（２割） 

自己負担額 

（３割） 

生活行為向上リハビリテーション

実施加算 

５８１円 １，１６１円 １，７４２円 

若年性認知症利用者受入加算 ２４８円 ４９６円 ７４４円 

利用を開始した日の属する月から

起算して 12月を超えた期間に利用

した場合 

□ 支援１ 

－１２４円 

□ 支援２ 

－２４８円 

□ 支援１ 

－２４８円 

□ 支援２ 

－４９６円 

□ 支援１ 

－３７２円 

□ 支援２ 

－７４４円 

一体的サービス提供体制加算 ４９６円 ９９２円 １，４８８円 

退院時共同指導加算 ６２０円 １，２４０円 １，８６０円 

栄養アセスメント加算（1 月につ

き） 

５２円 １０４円 １５５円 

栄養改善加算（1月につき） ２０７円 ４１４円 ６２０円 

口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ） 

（6月に 1回限度） 

２１円 ４２円 ６２円 

口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ） 

（6月に 1回限度） 

６円 １１円 １６円 

科学的介護推進加算（1月につき） ４２円 ８３円 １２４円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

（月２回を限度） 

１５５円 ３１０円 ４６５円 
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口腔機能向上加算（Ⅱ） 

（月２回を限度） 

１６６円 ３３１円 ４９６円 

サービス提供体制加算（Ⅰ） □ 支援１ 

９１円 

□ 支援２ 

１８２円 

□ 支援１ 

１８２円 

□ 支援２ 

３６４円 

□ 支援１ 

２７３円 

□ 支援２ 

５４６円 

サービス提供体制加算（Ⅱ） □ 支援１ 

７５円 

□ 支援２ 

１４９円 

□ 支援１ 

１４９円 

□ 支援２ 

２９８円 

□ 支援１ 

２２３円 

□ 支援２ 

４４７円 

サービス提供体制加算（Ⅲ） □ 支援１ 

２５円 

□ 支援２ 

 ５０円 

□ 支援１ 

５０円 

□ 支援２ 

９９円 

□ 支援１ 

７５円 

□ 支援２ 

１４９円 

 

※介護職員の処遇改善と更なる資質向上の取り組み、雇用管理の改善や労働環境の

改善を進める事業所に対して、１月に総単位数（所定単位数）の８．６％が介護職

員等処遇改善加算として算定されます。 

 

（２）介護保険の給付対象とならない利用料金 

①昼食の食費 １日あたり、７００円（含：おやつ代１００円） 

②日用品費  １日あたり、１００円（含：タオルリース料 飲料代） 

②その他 

・事業所が定めた日用品費または教養娯楽費以外に個別要望にて購入された物品

および外出費用等は実費負担となります。 
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（３）利用者負担金の支払い 

・当施設は、ご利用者が指定する送付先に対し、当該月の料金の合計額の請求書及び

明細書を、その翌月の１５日までに送付します。ご利用者は、当施設に対し、当

該月の料金の合計額をその翌月２７日までにお支払いください。 

・なお、支払い方法は、双方が合意した方法によります。 

 

１０．キャンセル料 

・ご利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をいただきま

す。但しご利用者の体調不良等正当な事由がある場合はこの限りではありません。 

ご利用日の前営業日の午後５時までにご連絡をい

ただいた場合 

無料 

ご利用日の前営業日の午後５時までにご連絡をい

ただかなかった場合 

食費の１００％ 

（７００円） 

 

１１．身体的拘束等の禁止 

・事業所はサービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その他利用者の

行動を制限する行為は行いません。また身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しま

す。 

 

１２．虐待防止に関する事項 

・事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を     

講じます。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 
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その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

・事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高    

齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１３．業務継続計画の策定等 

・事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供

を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じます。 

・事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

・事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行います。 

 

１４．認知症への対応力向上に向けた取り組み 

・事業所は、全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じます。 
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１５．苦情等申立窓口 

 ・当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、営業時

間内に当施設ご利用相談室（窓口担当者の支援相談員：電話０７８－９３４－０

６１６）までお気軽にご相談ください。また、ご意見箱での受付もいたしており

ますのでご利用ください。責任をもって調査、改善をさせていただきます。 

 

 

◎介護保険制度・居宅支援事業・サービス提供に関する相談窓口一覧 

（１）デイケアサービス清華苑すいすいの相談窓口 

デイケアサービス 

清華苑すいすい 

苦情受付責任者  井本 しおん（施設長） 

苦情受付担当者  竹本 栞名（支援相談員） 

所 在 地 〒６７４－００５１ 

明石市大久保町大窪３１０７－５ 

連絡先電話番号 電話 ０７８（９３４）０６１６ 

F A X ０７８（９３４）０３１６ 

 

（２）介護保険制度全般に関する相談窓口 

兵庫県国民健康

保険団体連合会 

〒650-0021 

神戸市中央区三宮町１丁目９番１

－１８０１号 

電話 

０７８（３３２）５６１７ 

 

（３）福祉サービスに関する苦情相談窓口 

兵庫県福祉サー

ビス運営適正化

委員会 

〒651-0062 

神戸市中央区坂口通 2 丁目 1-18 

兵庫県福祉センター内 

電話 

０７８（２４２）６８６８ 

 

（４）明石市在住の利用者の方の介護保険相談窓口 

明石市福祉局 

高齢者総合支援

室（介護保険） 

〒673-8686 

明石市中崎１丁目５番１号 

 

電話 

０７８（９１８）５０９１ 

 

明石市福祉局 

福祉施設安全課 

〒673-8686 

明石市中崎１丁目５番１号 

電話 

０７８（９１８）５２７９ 
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（５）その他の市区町村の方 

※お住まいの地域の市町村役所の介護保険窓口で相談が出来ます。 

 

１６．緊急時の対応方法 

・サービスの提供中に、ご利用者の体調の急変等があった場合は、ご家族に連絡の上、

適切に対応いたします。または、必要に応じて、速やかに主治の医師に連絡を取る

（事前に主治の医師の申し出がある場合）か、当施設の協力医療機関と連絡をとり、

救急治療あるいは救急入院等必要な措置が受けられるようにします。 
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私は、本書面に基づいて、貴施設の職員（支援相談員）から、上記重要事項の説明を

受けたことを確認します。 

 

年   月   日 

  

（利用者 甲） 

       住  所 

       氏  名                    

 

 （署名代行者） 

  私は、下記の理由により、甲の意思を確認したうえ上記署名を代行しました。 

       住  所 

       氏  名                    

       署名を代行した理由 

 

（利用者の家族等） 

       住  所 

       氏  名                      

       続  柄                 

 

 

 

 

令和６年６月１日改定 


